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会員規約 
 

この会員規約（以下「本規約」）は、尾張一宮テコンドークラブ会則 第5条に基づき、尾張一宮

テコンドークラブ（以下「当道場」」）に入会、所属する会員の規約を記しています。当道場では、入

会の申込書を提出された時点で、本規約を承認したとみなします。 

 

第１条（入会資格） 

本道場に入会できる方は、本道場の主旨に賛同し、本道場が入会を認めた方とします。また、

本道場は日本国内における一般的な方々を対象にしていますので、外国籍の方には在留カード

のコピーの提出などをお願いさせていただきます。 

なお、以下の方は入会をお断りさせていただいております。 

• 本規約及び当道場の諸原則を尊守出来ない方 

• 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員その他これらに準ずる者（以下、「反社会的勢力」といい

ます。）又は反社会的勢力と密接な関係を有する者（以下、あわせて「反社会的勢力等」とい

います。）である方 

• 伝染病、その他、他人に伝染又は感染するおそれのある疾病を有する方 

• 医師から運動を禁じられている方 

• 正常な道場利用ができない、道場の進行に著しく支障が出ると道場側が判断した方 

• 他のジム・道場等で問題を起こし破門・除名となった方は入会をお断りいたします 

入会後に以上の項目に該当すると判断された場合、該当する会員には退会していただきます。当

道場は、退会となった会員に損害が生じても、これを賠償ないし補償いたしません。 

 

第2条（入会） 

当道場に入会を希望する方は、定められた用紙にて入会手続きをし、別途定める「会費・報酬

規則」に則り、所定の費用を納めて頂いた方が当道場の会員となります。 

 

第3条（会費） 

入会後は、退会・休会まで、別途定める「会費・報酬規則」に則り、会費をお支払いいただきま

す。一度納めて頂いた所定の費用は理由の如何を問わず、お返しできません。支払い方法はクレ

ジットカードまたは口座振替による方法としておりますので、本規約末尾に記載してあるQRコード

を読み取り、お手続きください。 

なお、年会費は、11月～2月に入会された方は当該年度の年会費を徴収しておりません。年会

費を払っていない年度はスポーツ保険には入れません。スポーツ保険に加入したい方は入会月

によらず年会費をお支払いいただく必要がございますので、道場長まで問い合わせください。 

 

第4条（休会または退会） 

休会または退会を希望する方は、休会または退会希望日の1か月以上前までに当道場までお

伝えください。お申し出のない場合、休会月の期間中お支払いいただいた会費の返金はいたしか

ねます。また、会員が退会する場合の月会費は、退会当月分まで発生します。（例：3月末退会→3

月末までの月会費が発生） 

 

第5条（諸条件） 

 当道場の入会及び活動にあたり、以下の項目について了承いただきます 

• 当道場内での無許可の勧誘・物販等は禁止です。 
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• 当道場内における動画撮影・写真撮影・音声録音は可能ですが、その目的及び用途は個人

または当道場に属する会員で楽しむことのみとし、道場長及び被写体となった会員の許可な

くSNS等に掲載することを禁止いたします。なお、当道場内における動画撮影・写真撮影・音

声録音したデータの取り扱いについては、あらかじめ会員に許可を得るものとします。 

• 当道場での活動は保護者の方々のみならず、地域の皆様などに、理解していただきたいと考

えています。そのために、ホームページをはじめとして、パンフレット等に集合写真を掲載する

ことがあることをあらかじめご了承ください。 

• 稽古開始後に会員が体調不良になった場合、稽古の参加を見合わせていただき、状況に応

じて保護者へ連絡いたします。稽古中、行事中、移動中の事故・ケガ・急病についての応急

処置はいたしますが、当道場は事故の責任を一切負いかねますのでご了承ください。対応策

としてスポーツ保険にご加入頂きます。ただし、第3条に記載のとおり11月～2月に入会され

た年会費を納めていないため、当該年度はスポーツ保険に入れませんので、ケガ等に十分

お気を付けください。 

• 貴重品・私物等は各自管理してください。盗難・破損・紛失は一切責任を負いません。 

• 忘れ物は当道場で1ヵ月間保管しますがその後は処分します。 

• 当道場の備品・施設等を破壊等させた場合、原状回復に必要となった費用を損害賠償を請

求させていただきます。 

 

第6条（規約の施行日） 

本規約は、令和6年11月24日より施行します。 

 

尾張一宮道場長 臼井久高 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

（雑則） 

第3条で定める会費の支払について 

 

当道場は、会費の徴収について株式会社メタップスペイメントが提供する会費ペイを用いて行って

おります。次のQRコードを読み取り各自お手続きください。 

手続きにあたり、不明点や誤登録などがございましたら、各指導員までご連絡ください。 
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入会申込書 
 

 私（入会者が未成年の場合は保護者）は、当道場の入会・会員規則に同意

の上で、入会いたします。 

 

 

（以下①②について、該当する方を〇で囲ってください） 

 

 

① 当道場内において会員が試合風景等を撮影した動画または写真データ

に私が映っていた場合、当道場に属する会員個人または会員内に限り共

有されることに 

 

 

同意します。      同意しません。 

 

 

② 当道場内の広報活動にあたり、SNS等を活用いたします。SNS等の練習

風景等に私の映った動画や写真が使用されることに 

 

 

同意します。      同意しません。 

 

 

記入日：       年    月    日 

 

 

入会者
 （ ふ り

氏名
が な ）

： 

 

入会者生年月日： 

 

（会員が未成年の場合）保護者
 （ ふ り

氏名
が な ）

： 

 

年    月    日

（                         ）

（                         ）


